
                                  新旧対照表                          （CuPES 手続通達） 

 

新 旧 
 

税関手続申請システムを使用して行わせることができる税関関係手続等及び利

用申込手続の取扱いについて 

 

第 2 章 利用申込手続等 

 

（利用者申込手続） 

2－1 省令第4条第1項及び第5条第1項の規定による届出並びに省令第4条第

2項及び第 5条第 2項の規定による通知又は交付については、次による。 

（システム利用規約） 

(1) （省略） 

(2) 受理担当部門の処理 

受理担当部門は、届出がされた依頼票等について必要事項等の記載の有

無等を確認するとともに、法人については、届出者の社員証等の身分証明

書等を提示させて当該身分証明書の写しをとることにより当該法人の営

業所の所在を確認し、依頼票等に当該法人の登記事項証明書はその他のも

ので当該法人の所在を確認できる書類を添付させるものとするが、税関に

おいて当該法人の所在が明らかである場合又は登録内容の変更若しくは

解除の場合には、当該添付を省略させて差し支えない。 

(3)～(7)（省略） 

 

 

税関手続申請システムを使用して行わせることができる税関関係手続等及び利

用申込手続の取扱いについて 

 

第 2 章 利用申込手続等 

 

（利用者申込手続） 

2－1 省令第4条第1項及び第5条第1項の規定による届出並びに省令第4条第

2項及び第 5条第 2項の規定による通知又は交付については、次による。 

（システム利用規約） 

(1) （同左） 

(2) 受理担当部門の処理 

受理担当部門は、届出がされた依頼票等について必要事項等の記載の有

無等を確認するとともに、法人については、届出者の社員証等の身分証明

書等を提示させて当該身分証明書の写しをとることにより当該法人の営

業所の所在を確認し、依頼票等に当該法人の登記簿謄本若しくは抄本又は

その他のもので当該法人の所在を確認できる書類を添付させるものとす

るが、税関において当該法人の所在が明らかである場合又は登録内容の変

更若しくは解除の場合には、当該添付を省略させて差し支えない。 

(3)～(7) （同左） 
 

 


